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合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
に
各
々
開
催
の
甲
及
び
乙

の
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、
甲
と
乙
は
合
併
し
、
乙
は

甲
の
権
利
義
務
一
切
を
承
継
し
て
存
続
し
、
甲
は
解
散
す

る
こ
と
を
決
議
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
決
議
に
異
議

の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
平
成
十
三

年
一
月
二
十
二
日
ま
で
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
合
併
期
日
で
あ
る
平
成
十
三
年
四
月
一
日
を

も
っ
て
、
乙
は
商
号
を
日
本
興
亜
損
害
保
険
株
式
会
社
に

変
更
い
た
し
ま
す
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
七
番
三
号

（
甲
）
興
亜
火
災
海
上
保
険
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
二
番
一
〇
号

（
乙
）
日
本
火
災
海
上
保
険
株
式
会
社

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
開
催
の
甲
な
ら
び
に
丙
の

臨
時
株
主
総
会
、
及
び
乙
の
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
一
切

を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
を
決

議
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権

者
は
、
本
公
告
掲
載
日
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
甲
は
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
降
、
商
号
を
セ

ン
ト
ラ
ル
短
資
株
式
会
社
と
変
更
い
た
し
ま
す
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
二
番
八
号

（
甲
）
山
根
短
資
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
三
丁
目
三
番
一
四

号

（
乙
）
日
本
短
資
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
二
丁
目
二
番
二
四
号

（
丙
）
名
古
屋
短
資
株
式
会
社

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
十
二
日
付
合
併
契
約
書
に
よ
り
、

当
社
は
株
式
会
社
青
陽
（
本
店
所
在
地
東
京
都
中
央
区
京

橋
二
丁
目
七
番
一
六
号
）
と
合
併
し
て
同
社
の
権
利
義
務

一
切
を
承
継
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
つ
い
て
は
、

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

ま
た
、
合
併
を
す
べ
き
時
期
は
、
平
成
十
三
年
三
月
一

日
で
あ
り
、
当
会
社
は
、
商
法
四
〇
八
条
第
一
項
の
株
主

総
会
に
よ
る
合
併
契
約
書
の
承
認
を
得
ず
に
合
併
す
る
の

で
公
告
し
ま
す
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
五
番
一
一
号

セ
イ
コ
ー
株
式
会
社

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
十
二
日
開
催
の
臨
時
社
員
総
会
に

お
い
て
、
左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
一

切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
決
議
し
た

の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

静
岡
市
新
伝
馬
一
丁
目
二
番
五
〇
号

（
甲
）
モ
ノ
レ
ー
ル
鋼
機
有
限
会
社

静
岡
市
大
岩
三
丁
目
三
番
一
〇
号

（
乙
）
ナ
ニ
ワ
鋼
機
有
限
会
社

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
八
日
開
催
の
甲
の
臨
時
株
主
総
会

及
び
乙
の
臨
時
社
員
総
会
に
お
い
て
、
左
記
会
社
は
合
併

し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
一
切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は

解
散
す
る
こ
と
に
決
議
し
た
の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し
異

議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月

以
内
に
お
申
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

兵
庫
県
朝
来
郡
朝
来
町
新
井
七
〇
四
番
地
の
一

（
甲
）
椿
野
産
業
株
式
会
社

兵
庫
県
朝
来
郡
朝
来
町
新
井
七
五
七
番
地
の
一

（
乙
）
椿
野
産
業
有
限
会
社

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
一
月
九
日
開
催
の
臨
時
株
主
総
会
並
び

に
乙
の
総
社
員
の
同
意
に
よ
り
、
左
記
会
社
は
合
併
し
て

甲
は
乙
の
権
利
義
務
一
切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散

す
る
こ
と
に
決
議
し
た
の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の

あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内

に
お
申
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

鹿
児
島
県
M
摩
郡
宮
之
城
町
時
吉
一
二
番
地

（
甲
）
轟
醸
造
株
式
会
社

鹿
児
島
県
M
摩
郡
宮
之
城
町
時
吉
一
二
番
地

（
乙
）
小
牧
醸
造
合
資
会
社

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
十
四
日
開
催
の
臨
時
株
主
総
会
に

お
い
て
、
左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
一

切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
決
議
し
た

の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

千
葉
県
山
武
郡
大
網
白
里
町
季
美
の
森
南
二
丁
目

二
八
番
地
一
四

（
甲
）
株
式
会
社
エ
ヌ
・
エ
ス

埼
玉
県
川
口
市
並
木
三
丁
目
七
番
一
号

（
乙
）
武
蔵
野
興
業
株
式
会
社

合
併
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
平
成
十
二
年
十
二
月
十
四
日
開
催
の
臨
時
株
主

総
会
に
お
い
て
、
株
式
会
社
エ
ヌ
・
エ
ス
に
合
併
し
て
解

散
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。
こ
の
合
併
に
伴
い
当
社

の
額
面
五
百
円
株
式
六
百
株
に
対
し
株
式
会
社
エ
ヌ
・
エ

ス
の
額
面
五
万
円
株
式
一
株
を
割
当
交
付
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
株
式
併
合
の
必
要
が
あ
り
、
ま
た
存
続
会
社
株
式

会
社
エ
ヌ
・
エ
ス
は
定
款
に
よ
り
株
式
の
譲
渡
は
取
締
役

会
の
承
認
を
要
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
当
社

の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一

箇
月
以
内
に
株
券
を
当
社
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、

期
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
い
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
川
口
市
並
木
三
丁
目
七
番
一
号

武
蔵
野
興
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

村
松

清

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
開
催
の
甲
の
臨
時
株
主
総

会
及
び
乙
の
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、
左
記
会
社
は
合

併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
一
切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙

は
解
散
す
る
こ
と
に
決
議
し
た
の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し

異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇

月
以
内
に
お
申
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
世
田
谷
区
桜
三
丁
目
一
五
番
一
三
号

（
甲
）
新
東
急
施
設
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
三
一
番
二
号

（
乙
）
東
急
建
材
工
業
株
式
会
社

合
併
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
開
催
の
定
時
株
主

総
会
に
お
い
て
、
新
東
急
施
設
株
式
会
社
に
合
併
し
て
解

散
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。
こ
の
合
併
に
伴
い
当
社

の
額
面
五
十
円
株
式
千
株
に
対
し
新
東
急
施
設
株
式
会
社

の
額
面
五
百
円
株
式
四
十
八
株
を
割
当
交
付
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
株
式
併
合
の
必
要
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
社
の

株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇

月
以
内
に
株
券
を
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
三
一
番
二
号

東
急
建
材
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
森

章

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
開
催
の
臨
時
株
主
総
会
に

お
い
て
、
左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
一

切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
決
議
し
た

の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
中
野
区
上
高
田
五
丁
目
三
九
番
一
号

（
甲
）
セ
ガ
音
楽
出
版
株
式
会
社

東
京
都
大
田
区
羽
田
一
丁
目
二
番
一
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
ウ
ェ
ー
ブ
マ
ス
タ
ー

合
併
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
開
催
の
臨
時
株
主

総
会
に
お
い
て
、
セ
ガ
音
楽
出
版
株
式
会
社
に
合
併
し
て

解
散
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。
こ
の
合
併
に
伴
い
当

社
の
額
面
五
万
円
株
式
一
株
に
対
し
セ
ガ
音
楽
出
版
株
式

会
社
の
額
面
五
百
円
株
式
六
株
を
割
当
交
付
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
株
式
分
割
の
必
要
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
社
の

株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇

月
以
内
に
株
券
を
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
大
田
区
羽
田
一
丁
目
二
番
一
二
号

株
式
会
社
ウ
ェ
ー
ブ
マ
ス
タ
ー

代
表
取
締
役

牧
野

幸
文

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
十
五
日
開
催
の
臨
時
株
主
総
会
に

お
い
て
、
左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
一

切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
決
議
し
た

の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
台
東
区
入
谷
一
丁
目
二
番
七
号

（
甲
）
株
式
会
社
ミ
ズ
ノ

東
京
都
台
東
区
入
谷
一
丁
目
二
番
七
号

（
乙
）
株
式
会
社
水
野
ビ
ル

合
併
公
告

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
開
催
の
甲
の
臨
時
株
主
総

会
、
乙
の
臨
時
社
員
総
会
及
び
丙
の
臨
時
社
員
総
会
に
お

い
て
、
左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義

務
一
切
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ

と
に
決
議
し
た
の
で
、
こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債

権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申

出
下
さ
い
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

新
潟
県
新
潟
市
明
石
一
丁
目
三
番
四
号

（
甲
）
株
式
会
社
新
潟
義
塾

新
潟
県
新
潟
市
近
江
三
〇
番
地

（
乙
）
有
限
会
社
新
潟
義
塾
進
学
セ
ミ
ナ
ー

新
潟
県
西
蒲
原
郡
巻
町
大
字
福
井
一
八
五
一
番
地

（
丙
）
有
限
会
社
新
潟
義
塾
育
英
セ
ミ
ナ
ー
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